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【会議録】 

令和２年度第２回島本町社会教育委員会議  

 

■ 教育長あいさつ 

 

【議 題】 

（１） 令和３年度社会教育関係団体の認定について 

事務局： 令和３年度社会教育関係団体の認定について、説明。資料１ 

議 長： 事前に送付された資料を見ていただいていると思う。今年度から就任

された委員は、分かりにくい部分もあるかもしれないが、社会教育委員

会議において令和３年度の社会教育関係団体の認定に相応しいかどう

か審議することとなる。団体毎に質疑するのではなく、全ての団体につ

いて委員から意見を出してもらい、最後にまとめて事務局に回答いただ

くこととする。 

委 員： 青少年協会が社会教育関係団体でなくなったのは、どのような事情か。 

委 員： 各団体の決算を見ていると、補助金を辞退している団体がいくつかあ

るが、どういうことか。また、補助額についてはどのように決定されて

いるのか。 

議 長： ２３ページのＰＴＡ連絡協議会の決算見込みの字が極端に小さく確

認しづらい為、次年度には改善されたい。こども会育成連絡協議会は加

盟こども会の少ない状態が続いている。少年野球協議会については、体

育協会にも野球があるが、一緒にはなれないのか。 

委 員： こども会育成連絡協議会は、かつて、日韓こども交流の事業があった

ように記憶している。少子化も進み団体も担い手が少なくなっているこ

とと思うが、こどもが社会教育活動に関わることができる貴重な団体で

ある。社会教育関係団体が活発に活動していくにはどうしたらいいのか。

生涯学習課としてどう考えているのか、お伺いしたい。 

事務局： 青少年協会は、令和２年度から社会教育関係団体ではなくなっている。

当時伺ったところでは、社会教育関係団体の認定申請や補助金申請の書

類作成などの事務負担が大きいこと、青少年の野外活動を行っている下

部組織の少年部が活動休止していること、最も大きな事業であるジュニ

アスキー教室が補助金を受けなくても開催できる目途がついたことな

どと聞いている。青少年協会スキー部については、令和２年度の生涯学

習関係団体として申請され登録されているが、新型コロナウイルス感染

症の影響で事業の実施は見送られた。令和３年度については申請をされ

ていないが、生涯学習関係団体は遅れても申請は受け付けられるので特



に心配はしていない。 

補助金を辞退している団体があることについて、補助金は、５月頃に

交付申請の手続きを行う。新型コロナウイルス感染症の影響で、すでに

年間事業の中止を決められた団体で辞退されたところがある。一旦、交

付を受けた団体でも、補助金を使い切らずに返還する団体があると見込

んでいる。規則に定められた手続きがあるので、案内する予定である。

ＰＴＡ連絡協議会については、団体の性質上１年で役員が変わり、前年

度役員から引継ぎを受けながら初めて事務をする人が多い。今年度は、

補助金申請をすべきか当初迷われていたが、事業をされない可能性が大

きかったことや、引継ぎの時期と重なっていたこともあり、ひとまず交

付申請は見送ることとされた。手続き上は交付申請の時期が定められて

いないため、事業を実施するために補助金が必要となる場合は連絡いた

だきたいと説明したが、結果的には事業を実施されなかった。 

補助金の交付額については、何十年も前の、文書もデータも残ってい

ない頃からの話なので、調べたことはあるが把握できていない。しかし

ながら、何年か前に一律一割カットとなり現在の金額になったことは伝

え聞いている。 

ＰＴＡ連絡協議会の決算のページが見づらい件については、次年度の

認定申請時にはないように注視する。資料作成に向けて、各団体には、

提出書類の仕様を細かく指定しており、協力いただいていることは申し

添える。 

少年野球と体育協会の野球について、社会教育関係団体全体として、

文化系、スポーツ系、青少年系でまとまっていくことが望ましいと考え

ているが、同じような活動をしていても、それぞれ長年活動されてきて

おり、成り立ちも違い、全国規模の上部組織が存在するため、合体する

のに課題は多い。 

こども会育成連絡協議会の加盟こども会が少ないことについては、団

体も努力されている。青少年の野外活動などをしている下部組織のリー

ダークラブが活動を休止しており、こども会行事などへのゲーム指導派

遣ができなくなっている。それでも役員の方たちでクラフト指導を行え

るようにするなどしている。また、加盟しているこども会に連絡用の事

務担当者は決めてもらうが、それ以上の役割や担い手は求めないなど、

こども会の負担が少ないようにされている。加盟こども会の会員が参加

できる年間事業もある。それでも加盟が伸びないのは、１年ずつ交代す

ることが多いこども会役員にとって、何か新しいことを１つでも増やす

ことについては負担感が大きいものと考える。日韓こども交流は、大阪



府こども会育成連絡協議会と韓国の組織が来韓と来日を１年交代で実

施されていた記憶があるが、ここ数年は話に出ていない。 

最後に、社会教育活動について、生涯学習課がどう考えているか、方

向性などについて質問をいただいた。担当としての考えを述べさせてい

ただく。「地域の活動を活発に」といった意見を聞く機会が多くある。

社会教育関係団体でいえば、その役割の一つとして、いきいき・ふれあ

い教育事業実行委員会に参画してもらうなど、団体の活動だけでなく地

域のつながりを持つ機会はある。実態を見れば、維持するのに課題を有

する団体もあるが、それぞれの分野で懸命に活動されている。補助金に

ついても全庁的に見直しがかかっていることは団体にも補助金の交付

申請の書面の中などで伝えている。健全で活発な団体の運営について相

談に応じることも私たちの職務と考えている。小学校単位などで学校と

地域がコミュニティとして協働していくことは、ここ数年よく言われて

いる。社会教育委員会議も町の社会教育の方向性を定める大きな機関の

一つである。委員の方々と話をしていきたいと考えている。 

議 長： 他に質問がないようであれば、９団体について認定することとする。 

 

（２） 令和３年（２年度）島本町成人祭の実施結果について 

事務局： 令和３年（２年度）島本町成人祭の実施結果について、説明。資料２ 

議 長： 成人祭を開催できて良かった。職員の方々はご苦労のことであったと

思われる。当日、現場では保護者などが会場に入れないこと等意見をい

ただいたか。 

事務局： そのような意見を想定し、入口前の新成人の案内ハガキの確認と検温

を行う場所で対応できる態勢を整えていたが、特に苦情や意見はなく、

理解をいただいて無事に開催できたと考えている。 

議 長： 保護者から１件意見をいただいている。記録の動画があれば、オンラ

イン配信など何らかの形で見られたらな、ということであった。親とし

ては見守りたい気持ちもある。せめて中の様子を知る手段があればと考

える。 

 

以上 



（水）

午後１時から

島本町役場地階　第5会議室

○ 教育長あいさつ

○ 傍聴者の確認

令和３年度島本町社会教育関係団体の認定ついて

令和３年（２年度）島本町成人祭の実施結果について

次回の予定 月 日 （ ） 午後・午前　　　　　時から4

令和２年度第２回島本町社会教育委員会議　レジュメ

日 時 ：

会 場 ：

（１）

（２）

令 和 3 年

【 議 題 】

2 月 24 日
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令和３年（２年度）島本町成人祭の実施結果について 

 

新成人に成人としての自覚を新たにする啓発及び成人の門出を祝うこと目的とし、新成人によ

る実行委員会を組織し、新成人が主体的に参画した成人祭を実施しました。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実行委員企画による第二部、集合写真、

一般観覧席の設置等を中止し、縮小した式典のみを２回に分けて実施しました。 

また、ふれあいセンター及びケリヤホール内への入場は新成人のみとしました。 

 

１ 日 時  令和３年１月１１日（月・祝） 

１回目 午前１０時 ～ 午前１０時２５分 

２回目 午前１１時３０分 ～ 午前１１時５５分 

※各回開式２０分前開場 

 

２ 会 場  島本町ふれあいセンター １階 ケリヤホール 

 

３ 対 象 者  ２６５名（令和２年１２月１日現在） 

      【平成１２年４月２日から平成１３年４月１日生】 

 

４ 参 加 者  

 

 

 

 

 

 

        来賓２名、主催者２名 

５ 主 催  島本町・島本町教育委員会 

 

６ 内 容  １．開式 

２．国歌演奏 

３．祝辞（山田 紘平 町長） 

４．来賓紹介 

５．花束贈呈（贈呈者＝山田町長、村上議長、東田副議長、持田教育長） 

６．誓いの言葉 

７．閉式 

 

  新成人 対象者数 参加者 参加率(%) 

令和３年(２年度) ２６５ ２０２ ７６．２ 

１回目 １０４  ９０ ８６．５ 

２回目 １６１ １１２ ６９．５ 

令和２年(元年度) ２７９ ２３３ ８３．５ 

平成３１年(３０年度) ２９２ ２４７ ８４．６ 

資料 ２ 
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